
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年３月 
沖 縄 県 金 武 町 

  

 

第５次金武町総合計画 
［概要版］ 



 

 

“みんなで築く 
夢と希望がもてるまち”を 
目指して 

 
金武町では、平成 28 年度を初年度とする第５次金武町総合計画を策定いたしま

した。同計画は、今後 10 年間のまちづくりの基本指針としての「基本構想」及び構想

に掲げた町の将来展望やまちづくりの基本目標を具現化するための今後５年間の施

策の方向を示した「前期基本計画」からなるものであります。 

計画策定にあたっては、これまでの第４次金武町総合計画の施策を総合的に評

価・検証するとともに、昨今の社会情勢の変化や新たな課題を踏まえながら、町民ま

ちづくりアンケートや各区長・各種団体ヒアリングの開催、各種団体代表・公募で選ば

れた町民及び有識者で構成する総合計画審議会などを設置し、町民の皆様からの

意見や提言などをいただき策定したものであります。 

町では第５次総合計画のスタートにあたって、“みんなで築く 夢と希望がもてるま

ち”を目指し、町民と行政が協力・協働したまちづくりを推進し、本計画に掲げた事業

（施策）の実現に努めてまいります。 

今後とも町民と共に考え、汗を流し、行動するという信念を持ち町政運営に取り組

みながら、高齢者が元気で、若者が夢と希望を持ち、子どもたちが健やかに成長でき

る金武町を目指し、まちづくりに邁進してまいりますので、町民の皆さまのご理解とご

協力をお願い申し上げます。 

おわりに、同計画の策定にあたりまして、有意義なご意見・ご提言をいただいた第５

次金武町総合計画審議会委員をはじめ、多くの町民の皆様に厚くお礼申し上げます。 

 

平成 28 年３月 

金武町長 仲間 一 
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総合計画とは 
 

 

 

「第５次金武町総合計画」は、金武町が今後の10年間で目指すまちづくりの将来像や目標、

実施すべき施策の方向性を取りまとめた、町政運営の基礎となる最上位の構想並びに計画で

あり、時代情勢や経済事情、町民のニーズなどに応え、町が適切な行政計画を行うための指針

となります。また、金武町が抱える問題を明らかにし、今後の基本的な施策を示すことで、これら

の課題などを町民と共有することに意義があります。 

第５次金武町総合計画は、下図のような構成となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③事業実施計画 

（ローリング計画） 

②基本計画 

①基本構想 

金武町の将来像を描きだし、地域づくりのための基本

目標を定めるもの。また、これを実現化するために必

要な施策の大綱を明らかにする。10 年間を目標期間

とする。 

基本構想に描かれた将来像及び目標を具現化する

ための基本的施策・手段などを、総合的・体系的に組

み立てるもの。５年間を目標期間とし、前期と後期に

分けて計画する。 

基本計画で定められた施策・手段などを現実の行政

事情の中でどのように実施していくかを明らかにするも

の。毎年度予算編成の指針となる。おおむね３箇年

で毎年度ローリング計画を実施する。 

内 容 構 成 

【基本構想】 平成 28 年～平成 37 年 
第５次金武町総合計画 基本構想は、今後 10 年間の金武町におけるまちづくりの基本指針と

なる将来像や基本目標について取りまとめたものです。 

基本構想に位置づけられた内容は以下のとおりです。 

第１章 
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金武町の現状と課題 

（まちづくりの課題） 
 

 

（１）観光客の誘致と地域活性化 

金武町はこれまで、億首川周辺において観光客の誘客や地域活性化を図るため、自然体験

施設、プロムナード施設、野球場及びサッカー場などを整備してきました。また、ギンバル訓練場

跡地には地域医療施設などが整備、稼動しておりホテルや温泉施設についても、今後の整備が

検討されています。さらに、新開地地域は異国の雰囲気を肌で感じることができる貴重な空間と

なっており、音楽イベントなどが行われています。 

このように、町内の各種施設や地域を観光資源として捉え、様々な地域活性化事業に取り組

んできたものの、町外からの知名度は未だ高いとはいえない状況にあり、町内資源を有効に活

用し、滞在型観光へ展開することが大きな課題となっています。 

 

（２）雇用の場の創出・確保 

金武町における完全失業率は、平成22年の15.7％（国勢調査）から改善に向かっています

が、平成22年の国勢調査における完全失業率は、11.7％と依然として県平均よりも高い数値と

なっています。また、平成27年３月に行った町民アンケートでは、町外へ引っ越したいと思ってい

る町民の多くが、働く場所がないことを理由に挙げています。 

金武町では、町内の地場産業の強化や創業・雇用対策の事業を展開してきたものの、その効

果はまだ十分とはいえない状況であり、今後も町民や若者のはたらく場の創出・確保が重要な課

題となっています。 

 

（３）軍用地の返還と跡地利用 

約半世紀にわたり米軍基地として使用されてきたギンバル訓練場が、平成８年の SACO（沖

縄に関する特別行動委員会）の最終報告により平成23年７月に返還されたことを受け、町では

「金武町ふるさとづくり整備事業」として跡地利用を推進してきました。 

しかしながら、依然としてキャンプ・ハンセンをはじめレッドビーチ訓練場、ブルービーチ訓練場

が町土の約60％を占める割合で存在しています。これらの軍用地は、騒音や安全面など、にお

いて、住民生活に大きな影響を与えるとともに、施設整備の際に土地が十分に確保できないな

どまちづくりの阻害要因となっており、金武町におけるまちづくりの状況に応じて、返還を求めてい

く必要があります。 

 

第２章 
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（４）社会情勢の変化への柔軟な対応 

近年、社会情勢や生活様式の変化により、地域住民のニーズが多様化しているとともに、少

子高齢化が全国的に問題となっています。金武町においては、これまでの子育て支援施策など

の効果により、ここ10年では子どもの数が増加していますが、老年人口も増加しており、老年人

口比率23.1％（平成22年国勢調査）の超高齢社会となっています。他方、日本の総人口は

2008年から急速に減少しており、国においては、「まち・ひと・しごと創生法」を制定し、人口減少

に歯止めをかける施策を展開しています。 

このように、今後10年間においても社会情勢が目まぐるしく変化することが予想されるため、時

代に即応できる施策の立案や事業の展開が今後の課題となっています。 

 

（５）社会で活躍する人材の育成 

国際化や社会・地域を取り巻く環境の変化が激しい今日、時代に即した人材育成が必要とな

っています。金武町では、教育現場における各種支援員の配置や、農業に関わる若者、海外留

学などを支援し、町民が県外国外で活躍できるよう人材育成を図ってきました。 

このような取組を継続支援するとともに、新しい時代の到来に備え、個人が能力を発揮し、仕

事や社会で活躍できる人材の育成が課題となっています。 

また、国内外からの人材の確保や新規事業機会の拡大、起業支援及び若者の雇用促進な

ど地域活性化が課題となっており、さらに金武町独自の個性や地域性を育んでいくことが必要と

なっています。 

 

（６）住環境の整備 

金武町は、米軍基地が広大な面積を占めており、限られた土地を活用しながら住環境の整

備やまちづくりを行い、町営住宅や民間活力を生かした住宅地の整備を図ってきました。 

しかしながら、人口の増加や、核家族化の進行に伴う世帯数の増加、若者の定住促進への

対応は必ずしも十分とはいえない状況であり、いかに限られた土地を有効に活用していくかが課

題となっています。また、金武町の自然や歴史的なまちなみといった景観を守り、町民にとって

良好な住環境を整備していくことも必要です。 
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まちづくりの将来像 
 

 

 

（１）総合計画の全体像 

今回策定する「第５次金武町総合計画」においては、町民とともにまちづくりを進めていくことに

主眼を置き、金武町の将来像とまちづくりの基本目標を以下のとおり設定します。 

 

 

 

 

  

金 武 町 の将 来 像  

みんなで築く 夢と希望がもてるまち 

健やかで明るく 心のふれあうまちづくり 

—保健・福祉の充実— 
基本目標１ 

未来へはばたく ひとを育むまちづくり 

—教育・文化の振興— 
基本目標２ 

自然と調和した 住みよいまちづくり 

—生活環境・基盤の整備— 
基本目標３ 

安心して 暮らせるまちづくり 

—環境衛生・防災対策の推進— 
基本目標４ 

活気あふれる 産業のまちづくり 

—産業の振興— 
基本目標５ 

ともにつくる 魅力あるまちづくり 

—行財政の推進— 
基本目標６ 

第３章 
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（２）将来人口目標 

この基本構想においては、目標年度である平成37年度の将来人口目標を、12,000人と設定

します。 

10年前に策定された「第４次金武町総合計画（平成18年）」においては、平成27（2015）年

度の将来人口を12,000人と設定しており、平成28年３月末現在の金武町の人口は11,462人

（住民基本台帳）となっています。他方、中長期的な金武町の人口展望を示した「金武町人口

ビジョン」では、平成37年時点の人口を11,836人と推計しています。これらのことを踏まえ、本基

本構想では、政策的努力目標を加味し、将来人口の目標を12,000人と設定します。 

 

（３）重点プロジェクト 

①ギンバル訓練場跡地周辺の活性化の推進 

平成23年7月に返還されたギンバル訓練場跡地においては、「金武町ふるさとづくり整備事業」

の一環として地域利用施設、ヘルスケアセンター、フィッティングセンター、海洋療法児童リハビ

リセンターが整備され、運用が開始されています。また、ギンバルの海岸線の有効活用を図るた

め、外資系によるホテルや複合商業施設などの開発、温泉の活用方法の検討など、金武町の

活性化に向けた跡地利用に取り組んでいます。 

また、億首川流域及び一帯においては、これまで億首川プロムナードや億首川管理用通路、

町道金武242号線・243号線の幹線道路整備が行われ、ネイチャーみらい館や金武町ベース

ボールスタジアム、金武町フットボールセンターが設置されました。また、国の事業として再開発

による金武ダムの完成、国道金武バイパスの整備（平成30年供用開始予定）など、観光レクリ

エーション施設やインフラ整備などを連携して行ってきました。 

今後は、億首川周辺で整備を進めてきた各施設の連携を促進して、一体的な活用を図るこ

とにより相乗効果を生みだし、自然に配慮した魅力的な観光エリアを創出し、観光客の誘客、新

規事業機会の拡大及び若者の雇用、特産品の消費拡大など、地域活性化の実現に向けた施

策を推進していきます。 

 

②町内雇用の創出促進 

金武町における完全失業率は15.7％（平成12年国勢調査）から11.7％（平成22年国勢調

査）と改善されてきましたが、県下においても未だ高い数値となっています。これまで、金武町雇

用対策事業や地域雇用創造事業を実施し数値の改善に努めてきたものの、抜本的な改善には

至っていないのが現状です。 

この現状を打破し町民の雇用を促進するため、平成27年に金武町就活支援センターを設置

し、資格取得のための講座の開催、キャリア教育などの人材育成を図りながら、企業への就業

斡旋などに取り組んでいます。 

金武町では、ギンバル訓練場跡地に立地する関連企業やホテルなどと連携して就業を支援

するとともに、関連機関協力のもと、新たな産業の創出や企業の支援を推進し、町民の優先雇
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用のための施策に取り組んでいきます。また、就業するために必要なノウハウや知識を習得する

ために、金武町就活支援センターや小・中学校と連携したキャリア教育などの取組の充実を図り

ながら、地域に求められる人材、即戦力となる人材の育成に向けて、年少期からの「仕事」に対

する意識の向上を図っていきます。 

 

③人材育成の推進 

金武町ではこれまで、教育現場における少人数学級編成、英語教育課程特例校の指定及

び各種支援員の配置など人材育成の根幹をなす義務教育の改革に取り組んできました。また、

伝統芸能継承のための各区での取組、青年を対象とした海外への派遣事業、若手農業者の育

成のための支援など、「まちづくりは人づくり」という観点から、教育、地域、産業など様々な分野

の人材育成に取り組んできました。 

今後も、このような取組を引き続き継続するとともに、新しい時代の到来に備え、遠い将来ま

でを考えるまちづくりの「百年の計」を見据えながら、能力を発揮し、活躍できる人材の育成を支

援していきます。また、地域活動の担い手となり、地域で活躍できる人材の育成支援にも取り組

んでいきます。 

また、町内をはじめ国内外からの人材の確保や新規事業機会の拡大、起業支援及び若者の

雇用促進など地域活性化を図りつつ、金武町独自の「個性」や「地域性」を育んでいくよう推進し

ていきます。 

 

④「道の駅（仮称）」整備の推進 

「道の駅（仮称）」の整備については、第４次金武町総合計画基本構想において「国道バイパ

ス沿線観光拠点地区形成構想」の中に、観光拠点として位置づけられていました。しかしながら、

国道金武バイパスが平成27年現在、全線が開通しておらず、その整備については慎重に検討

を重ねてきました。また、時代の変化とともに、「道の駅（仮称）」構想に求められている機能その

ものが多岐にわたっている現状があります。 

金武町では、平成27年に「金武町道の駅（仮称）基本計画策定委員会」を発足し、建設予定

地の選定や基本コンセプトなどを協議しています。時代の変化とともにそれぞれの地域で特色の

ある道の駅が整備されているなか、金武町においては機能や役割などで差別化を図るとともに、

地域の独自性、主体性を発揮させ魅力的な産業振興の拠点施設として整備することにより、地

域ブランドの確立と地域産業の活性化が図れるよう推進していきます。 
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健やかで明るく 

心のふれあうまちづくり 

—保健・福祉の充実— 
 

町民がいきいきと健やかに暮らすためには、保健・福祉の充実が重要です。「健やかで明るく 

心のふれあうまちづくり」を目標に、子育ての支援や、地域による見守りが行える地域づくり、町民

の健康の維持・増進を目指すための取組を進めていきます。 

 

 

施策１ 子育て支援の推進 

子育て世帯を対象に子どもを産み育てやすいまちづくりを目指します。 

 

 
  

（１）保育環境の整備 

（２）子育て家庭への支援 

（３）保育・幼児教育の充実 

（４）教育部門との連携 

施策大項目 施策中項目 

保健福祉課 

所管課 

子育て支援の 

推進 

保健福祉課 

保健福祉課 

保健福祉課 
学校教育課 

基本目標

１ 

【前期基本計画】 平成 28 年～平成 32 年 
第５次金武町総合計画 前期基本計画は、基本構想で整理した金武町の将来像及び基本目

標を具現化するための施策の方向を示したものです。 

前期基本計画に位置づけられた施策概要は以下のとおりです。 
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施策２ 健康増進・各種福祉施策の推進 

地域の子ども、障がい者(児)、高齢者などが安心して地域で暮らせるよう住民同士が互いに

支え合い、見守ることのできる地域づくりを目指します。 

 
 

施策３ 国民健康保険 

町民の健康の保持増進を図ります。 

 
 

  

（１）支え合う地域づくり 

（２）障がい者福祉の充実 

（３）高齢者福祉の充実 

（４）健康づくりの充実 

施策大項目 施策中項目 

保健福祉課 

所管課 

健康増進・ 

各福祉施策の 

推進 

保健福祉課 

保健福祉課 

保健福祉課 

（１）保険税収納率の向上促進 住民生活課 国民健康保険 

住民生活課 

住民生活課 
保健福祉課 

施策大項目 施策中項目 所管課 

（３）保健事業の推進 

（２）医療費の適正化促進 
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未来へはばたく 

ひとを育むまちづくり 

—教育・文化の振興— 
 

まちづくりは、ひとづくりであることから、「未来へはばたく、ひとを育むまちづくり」を目標に、幼児

教育、義務教育並びに生涯学習の振興を図ります。また、スポーツ・レクリエーションの振興や、

青少年の健全育成、育英事業の推進、地域文化の振興及び国際交流の推進を目指した取組を

進めます。 

 
 

施策１ 幼児教育の振興 

幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児期の特

性を踏まえた適切な環境整備を図り、子どもたちの心身ともに健やかな成長を目指します。 

 
 

施策２ 義務教育の振興 

子どもたちに確かな学力などを身に付けさせ、豊かな心と健やかな体を育成するとともに、基

本的生活習慣の確立を図り、家庭・地域・学校・行政及び関係機関が連携した教育環境づくり

を目指します。 

 
 

（１）教育環境の整備 

（２）教育内容の充実 

（３）幼稚園と保育所の連携 

学校教育課 幼児教育の振興 

学校教育課 

保健福祉課 
学校教育課 

施策大項目 施策中項目 所管課 

（１）学校教育の充実 

（２）学習環境の整備 

（３）学校給食の充実 

学校教育課 義務教育の振興 

学校教育課 

学校教育課 

施策大項目 施策中項目 所管課 

基本目標

２ 
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施策３ 生涯学習の振興 

町民のあらゆる世代が個々の望む「学び」を通じて、心豊かな暮らしを実現できる薫り高い教

育文化のまちづくりを目指します。 

 
 

施策４ スポーツ・レクリエーションの振興 

町民が生涯にわたってスポーツ・レクリエーション活動に取り組む機会の拡充や各種競技の競

技力向上を目指すとともに、スポーツキャンプや合宿などの受入れを推進することで、金武町の

さらなるスポーツ振興を目指します。 

 

 

施策５ 青少年健全育成の推進 

「子ども達は地域の宝」「地域みんなで守り育てる」意識を共有・体現する地域社会の構築を

目指します。 

 
 

（１）社会教育施設の機能充実 

（２）生涯学習内容の充実 

（３）生涯学習環境の充実 

社会教育課 生涯学習の振興 

社会教育課 

社会教育課 

施策大項目 施策中項目 所管課 

（１）社会体育施設の改修・機能強化 

（２）スポーツ・レクリエーション活動の
充実 

（３）生涯スポーツと健康づくりの推進 

社会教育課 スポーツ・ 

レクリエーション 

の振興 

社会教育課 

社会教育課 

施策大項目 施策中項目 所管課 

（１）青少年を育む社会環境づくり 

（２）非行防止活動の推進 

社会教育課 青少年健全育成 

の推進 

社会教育課 

施策大項目 施策中項目 所管課 
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施策６ 育英事業の推進 

向学心を持ちながら、経済的理由により修学困難な者に対し、必要な学資の貸し付けを行い、

社会的に有用な人材育成を目指します。 

 

 

施策７ 地域文化の振興 

文化財の保護と活用、地域文化の再認識と継承を通じて、郷土を愛する心と誇りを醸成し、

歴史的文化的資源を生かした魅力あふれるまちづくりに繋げます。 

 

 

施策８ 国際交流の推進 

移民発祥の地として、国際感覚豊かな時代を担う青少年を育成するとともに、金武町と世界

各地の移住国との絆を深めることを目的とします。 

 
 

  

（１）育英資金貸付事業の充実 

（２）育英事業の健全運営 

学校教育課 育英事業の推進 

学校教育課 

施策大項目 施策中項目 所管課 

（１）文化財の保護・活用 

（２）資料館の建設 

（３）地域文化の再認識と継承 

社会教育課 地域文化の振興 

社会教育課 

社会教育課 

施策大項目 施策中項目 所管課 

（１）国際交流推進体制の充実 

（２）国際交流事業の推進 

学校教育課 国際交流の推進 

企画課 
学校教育課 

施策大項目 施策中項目 所管課 
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自然と調和した 

住みよいまちづくり 

—生活環境・基盤の整備— 
 

町民が快適に暮らせるまちを目指して、「自然と調和した、住みよいまちづくり」を目標に、生活

環境、道路、上水道、下水道、海岸周辺、河川、公園緑地の整備を促進し、情報・通信の推進

を行います。 

 
 

施策１ 生活環境の整備 

生活環境の向上と地域定住化を図ります。 

 
 

施策２ 道路の整備 

安全な道路環境の整備を行います。 

 
 

  

（１）町営住宅の施設更新 

（２）環境衛生の推進 

住民生活課 生活環境の整備

住民生活課 

施策大項目 施策中項目 所管課 

（３）住居表示制度の導入 企画課 

（１）道路ネットワークの形成 

（２）町道の整備 

（３）道路環境の改善 

建設課 道路の整備 

建設課 

建設課 

施策大項目 施策中項目 所管課 

基本目標

３ 
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施策３ 上水道の整備 

安全・安心な水の安定供給を目指します。 

 

 

施策４ 下水道の整備 

集落内の排水溝から発生する悪臭の抑制など快適な生活環境の向上、河川や海の自然環

境保全、また発生する処理水、汚泥の再利用など、循環型社会の形成を図ります。 

 
 

施策５ 海岸周辺の整備 

観光振興を踏まえた海岸周辺整備事業などの整備、充実を推進します。 

 

 

  

（１）水道施設の整備 

（２）水質管理体制の充実 

（３）水道事業の健全運営 

上下水道課 上水道の整備 

上下水道課 

上下水道課 

施策大項目 施策中項目 所管課 

（１）下水道施設の整備 

（２）一部地域の合併処理浄化槽対策
の推進 

上下水道課 下水道の整備 

住民生活課 

施策大項目 施策中項目 所管課 

（１）海岸周辺整備事業の充実 

（２）海岸周辺整備事業の検討 

建設課 海岸周辺の整備

建設課 

施策大項目 施策中項目 所管課 
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施策６ 河川の整備 

河川基盤の整備充実と水質保全対策の推進を行います。 

 

 

施策７ 公園緑地の整備 

公園施設などの整備充実を図り、観光振興及び住みよいまちづくりを推進します。 

 

 

施策８ 情報・通信の推進 

情報の配信及び収集のためのインフラ整備を図ります。 

 

 

  

（１）河川基盤の整備充実 

（２）水質保全対策の推進 

（３）河川環境整備 

建設課 河川の整備 

建設課 
住民生活課 

建設課 

施策大項目 施策中項目 所管課 

（１）公園施設の整備充実 

（２）維持管理体制の確立 

（３）緑化の推進 

建設課 公園緑地の整備

建設課 

産業振興課 

施策大項目 施策中項目 所管課 

（１）情報配信システム導入の検討 

（２）通信インフラの整備促進 

（３）配信情報の充実 

総務課 情報・通信の 

推進 

総務課 

総務課 

施策大項目 施策中項目 所管課 
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安心して 

暮らせるまちづくり 

—環境衛生・防災対策の推進— 
 

町民の安心・安全を守るため、「安心して、暮らせるまちづくり」を目標に、廃棄物処理対策や消

防・救急体制、防災・減災、交通安全、防犯対策に取り組んでいきます。 

 
 

施策１ 廃棄物処理対策 

ごみの減量化・資源化を推進します。 

 

 

施策２ 消防・救急体制 

町民の安全・安心を守るため、火災予防の強化を図ります。 

 

 

  

（１）ごみ処理体制の確立 

（２）ごみの減量化・資源化 

（３）環境美化意識の高揚促進 

住民生活課 廃棄物処理対策 

住民生活課 

住民生活課 

施策大項目 施策中項目 所管課 

（１）火災予防の充実 

（２）常備消防力の強化 

（３）救急・救助体制の充実 

金武地区消防
衛生組合 

消防・救急体制 

施策大項目 施策中項目 所管課 

基本目標

４ 
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施策３ 防災・減災対策 

町民の防災意識を向上させ、「自助」「共助」を実現します。 

 
 

施策４ 交通安全対策 

交通三悪（無免許運転、飲酒運転、速度超過）の根絶と交通死亡事故「０」を目指します。 

 

 

施策５ 防犯対策 

安全で安心なまちを目指すため防犯対策に取り組み、施設整備の充実を図ります。 

 

 

  

（１）防災対策の確立 

（２）防災意識の高揚 

（３）防災基盤の整備 

総務課 防災・減災対策 

総務課 

総務課 

施策大項目 施策中項目 所管課 

（１）交通安全意識の高揚 

（２）交通安全環境の整備 

（３）交通安全対策活動の推進 

総務課 交通安全対策 

総務課 

総務課 

施策大項目 施策中項目 所管課 

（１）防犯対策の強化 

（２）防犯体制の拡充 

（３）防犯施設整備の充実 

総務課 防犯対策 

総務課 

総務課 

施策大項目 施策中項目 所管課 
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活気あふれる 

産業のまちづくり 

—産業の振興— 
 

町内の“しごと”を応援することは、金武町の活力の源となります。地域の特色を生かした豊かな

活気あふれる農林・畜産業、水産業及び商工業の振興を図り、また魅力ある観光地の形成と多

様なニーズに対応した観光の振興や雇用対策の推進に取り組んでいきます。 

 

 

施策１ 農林・畜産業の振興 

基幹産業としての生産基盤の整備や農村環境の整備を進めるとともに、地域の特色を生かし

た豊かな活力ある振興を図ることを目的とします。 

 
 

施策２ 水産業の振興 

漁獲量増加への取組みや観光漁業の推進、水産物加工販売体制の確立など、漁家の経営

安定に向けた水産振興に努めます。 

 
 

  

産業振興課 
農林・畜産業の

振興 

産業振興課 

施策大項目 施策中項目 所管課 

（２）環境保全の推進 

産業振興課 （３）農村地域の振興 

（１）農林畜産業の生産振興・基盤整
備の充実 

（１）漁業経営の近代化促進 

（２）漁業経営の安定化促進 

（３）漁業環境の保全整備 

産業振興課 水産業の振興 

産業振興課 

産業振興課 

施策大項目 施策中項目 所管課 

基本目標

５ 
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施策３ 商工業の振興 

商工業者の育成、企業誘致などの支援を行い、地域経済の活性化、雇用の場の創出を図り

ます。 

 
 

施策４ 観光業の振興 

歴史的文化遺産や豊かな自然環境を生かした魅力ある観光地の形成を目指し、多様なニ

ーズに対応した観光の振興を促進します。 

 

 

  

（１）商業環境の整備 

（２）商業経営の安定化 

（３）商工会の支援体制整備・強化支
援 

産業振興課 商工業の振興 

産業振興課 

産業振興課 

施策大項目 施策中項目 所管課 

（４）新規企業誘致の推進 

（５）既存地場産業の育成 

産業振興課 

産業振興課 

（１）観光資源の活用・開発 

（２）観光基盤の整備 

（３）観光内容の充実 

（４）受入体制の拡充 

産業振興課 観光業の振興 

産業振興課 

産業振興課 

産業振興課 

施策大項目 施策中項目 所管課 
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施策５ 雇用対策の推進 

町民の雇用の場の創出、人材登録制度の導入、各種支援制度の充実、中小企業などとの

連携を図り、地域全体の就業意識の向上と雇用対策・人材育成を目指します。 

 

  

（１）雇用の場の創出 

（２）技能・資格取得の促進 

（３）相談窓口の充実 

産業振興課 雇用対策の推進 

産業振興課 

産業振興課 

施策大項目 施策中項目 所管課 

（４）中長期的な雇用対策 産業振興課 
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ともにつくる 

魅力あるまちづくり 

—行財政の推進— 
 

本構想で示したまちづくりを支えるためには、しっかりとした行財政を確立することが不可欠です。

「ともにつくる、魅力あるまちづくり」を目標に、町民の意見をまちづくりに反映できる体制を確立し、

簡素で効率的で良質な行政サービスの提供を目指します。 

 

 

施策１ 町民と創るまちづくり 

積極的な情報公開に努めるとともに、町民と行政が一体となった「協働のまちづくり」を目指

します。 

 

 

  

（１）町民参加によるまちづくり 

（２）リーダー・担い手の育成 

（３）広報・広聴活動の充実 

企画課 町民と創る 

まちづくり 

企画課 

企画課 

施策大項目 施策中項目 所管課 

基本目標

６ 
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施策２ 行政運営の確立 

PDCA を継続しつつ、効率的な行政運営を目指すとともに、良質な行政サービスが提供でき

るよう組織改善・人材育成に取り組みます。 

 
 

施策３ 財政運営の確立 

歳入確保及び歳出削減を行い、健全な予算運営を目指します。 

 
 

総務課 行政運営の 

確立 

総務課 

総務課 

総務課 

総務課 

総務課 

施策大項目 施策中項目 所管課 

（１）事務事業の整理 

（２）民間委託などの推進 

（５）人材育成の推進 

（６）広域行政の連携 

（３）指定管理者制度及び公共施設な
どの整理 

（４）定員管理及び給与の適正化 

（１）財源の確保 

（２）財政運営の効率化 

企画課 
税務課 財政運営の確立 

企画課 

施策大項目 施策中項目 所管課 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“みんなで築く 

夢と希望がもてるまち” 

金武町イメージキャラクター「金武タームくん」
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